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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和4年1月11日(2022.1.11)

【公表番号】特表2021-505620(P2021-505620A)
【公表日】令和3年2月18日(2021.2.18)
【年通号数】公開・登録公報2021-008
【出願番号】特願2020-531164(P2020-531164)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年12月3日(2021.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象におけるアルギナーゼ１（ＡＲＧ１）欠損症（ＡＲＧ１－Ｄ）の治療に使用するた
めのヒトアルギナーゼ１であって、前記アルギナーゼが、マンガン金属補因子の代わりに
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コバルト金属補因子を有し、前記アルギナーゼ１が、毎週投与され、かつ前記アルギナー
ゼ１が、約０．００５～約１．００ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記対象へ静脈内投与
されるか、又は０．０１～１．５０ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記対象へ筋肉内又は
皮下投与される、ヒトアルギナーゼ１。
【請求項２】
　前記アルギナーゼが、野生型アルギナーゼ１のアミノ酸配列を有して発現される、請求
項１に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項３】
　前記アルギナーゼが、配列番号２のアミノ酸配列を含む、請求項２に記載の使用のため
のヒトアルギナーゼ１。
【請求項４】
　前記アルギナーゼが、ＰＥＧ化アルギナーゼ１である、請求項１～３のいずれか一項に
記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項５】
　前記アルギナーゼ１が、約０．００５～約０．５０ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記
対象へ静脈内投与される、請求項１～３のいずれか一項に記載の使用のためのヒトアルギ
ナーゼ１。
【請求項６】
　前記アルギナーゼ１が、約０．００５～約０．２０ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記
対象へ静脈内投与される、請求項５に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項７】
　前記アルギナーゼが、０．０１５～０．７５ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記対象へ
皮下に皮下投与される、請求項１～３のいずれか一項に記載の使用のためのヒトアルギナ
ーゼ１。
【請求項８】
　前記アルギナーゼが、０．０１５～０．３０ｍｇ／ｋｇ対象体重の用量で、前記対象へ
皮下に皮下投与される、請求項７に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項９】
　ＰＥＧ化アルギナーゼが、初回は０．００５ｍｇ／ｋｇ～１．００ｍｇ／ｋｇの用量で
静脈内投与され、その後は毎週皮下又は静脈内のいずれかに投与される、請求項１～３の
いずれか一項に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項１０】
　前記ＰＥＧ化アルギナーゼが、初回は０．００５ｍｇ／ｋｇ～０．２０ｍｇ／ｋｇの用
量で静脈内投与され、その後は毎週皮下又は静脈内のいずれかに投与される、請求項９に
記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項１１】
　ＰＥＧ化アルギナーゼが、初回は０．０１ｍｇ／ｋｇ～１．５０ｍｇ／ｋｇで皮下投与
され、その後は毎週皮下又は静脈内のいずれかに投与される、請求項１～３のいずれか一
項に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項１２】
　前記ＰＥＧ化アルギナーゼが、初回は０．０１５ｍｇ／ｋｇ～０．３０ｍｇ／ｋｇで皮
下投与され、その後は毎週皮下又は静脈内のいずれかに投与される、請求項１１に記載の
使用のためのヒトアルギナーゼ１。
【請求項１３】
　前記アルギナーゼ１が、ＰＥＧ化され、かつ５ｍＭリン酸カリウム、５０ｍＭ塩化ナト
リウム、及び１．５％グリセロール（ｗ／ｖ）を含むｐＨ７．４の緩衝液中で製剤化され
ている、請求項１～３のいずれか一項に記載の使用のためのヒトアルギナーゼ１。
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